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Ⅰ計画の概要 

１．計画策定の目的 

  近年、我が国においては人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの

変化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていない住宅等が年々

増加傾向にあります。 

  このような空家等の中には適切な管理が行われず、安全性の低下、公衆衛生の悪化、

景観の阻害など多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及

ぼしているものも発生しています。 

今後も空家等の増加が予測され、空家等に関する問題は一層深刻化することも懸念

されることから、国においては、基本指針の策定、市町村による空家等対策計画の作

成その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成

26 年 11 月 27 日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）」

を公布し、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

（平成 27 年 2 月 26 日付け総務省・国土交通省告示第 1 号、以下「基本指針」とい

う。）」を策定しました。 

これに基づき本町におきましても、適切な管理が行われていない空家等について法

に基づく措置の運用、対策の実施を総合的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興

に寄与することを目的として、平成 28 年 8月に「伯耆町空家等対策計画」を策定し、

「現状の把握（空家等の調査に関する事項）」、「適正管理の推進（管理が不全な空家

等への対策）」、「除却等が必要な空家等整理の推進（倒壊等危険な状態の空き家への

対策）」、「予防（空家等発生の抑制）」を基本的な方針と定め、各種施策を展開してき

ました。 

今後、更なる空家等の増加とともに、空家問題の更なる肥大化が予想されます。こ

うしたことから、空家問題への対応は、今後も本町の重要施策であり、総合的かつ計

画的な空家等対策をより一層推進するため「第２次伯耆町空家等対策計画（以下「本

計画」という。）」を策定するものです。 

２．計画の期間 

本町の空家等対策に向けた中長期的展望を盛り込む一方で、迅速に取り組みを進め

る観点から、計画期間を令和３年度から令和７年度までの５年間とし、社会情勢等の

変化に応じ、必要に応じて見直しを行うものとします。 

３．計画の位置づけ 

 ・本計画は、法第６条に基づくものとします。 

 ・伯耆町の各種計画と連携をとったものとします。 

・本町内の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための基本的なもの

とします。 

４．計画の対象とする空家等及び地域 

  本計画の対象とする空家等は、法第２条１項に定められる「空家等」及び同法同

条第２項に定められる「特定空家等」とします。なお、空家等の発生を抑制する取

組みについては、「空家等」に該当しない住宅等も対象とします。また地域について

は伯耆町全域とします。 
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５．空家等の定義（種類） 

  空家等の種類は、法第２条１項に定められる「空家等」及び同法同条第２項に定

められる「特定空家等」の２種類とします。 

Ⅱ空き家の現状 

１．全国の空き家の現状 

  全国の空き家の推移を見ると、昭和 38 年の 52 万戸から増加し続けており、平成 30

年度には 846 万戸となっています。また総住宅数に占める空き家の割合（空き家率）

も昭和 38年の 2.5％から上昇し続けており、平成 30 年度では 13.6％と過去最高とな

っています。 

≪グラフ１ 空き家数及び空き家率の推移－全国≫ 

また、空家 846 万戸の内訳を見ると、「賃貸用の住宅が」空家全体の 50.9％（平成

25 年調査：52.4％）を占め、「売却用の住宅」が 3.5％（3.8％）、別荘などの「二次

※住宅土地統計調査は、総務省統計局の行う調査で、調査員が調査対象となった

地区及び世帯を巡回のうえ調査票を配布し、独自の調査方法で統計的な数字を出

すもので、全戸調査ではありません。空家の場合は、調査員が外観で判断し、調

査項目について調査を行うものです。

資料：平成 30年住宅・土地統計調査 
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的住宅」が 4.5％（5.0％）、世帯が長期にわたって不在の住宅や取り壊すことになっ

ている住宅などの「その他の住宅」が 41.1％（38.8％）となっており、「その他の住

宅」の割合は上昇を続けています。 

２．鳥取県の空き家の状況 

  本県の空き家の推移は、平成 20年の 38,000 戸まで継続的に増加傾向にありました

が、平成 25 年には 35,900 戸と初めて減少に転じたものの、平成 30 年では再び増加

となり、昭和 33年以降過去最高となっています。 

空家率についても、15.5％と同様に過去最高となっています。全国の空き家率は

13.6％であり、全国の空き家率よりも高い状況が続いています。 

≪グラフ２ 空き家数及び空き家率の推移－鳥取県≫  

３．伯耆町の空家等の状況 

（１）空家等の状況 

本町の空き家の状況については、平成 27 年 10 月に実施した集落調査では、管理さ

れていない空家等が 35 集落において 78 軒であったのに対して、令和 2年 11 月に実

施した集落調査では、管理されていない空家等が 38 集落において 90 軒と回答があ

り、増加の傾向にあります。 

  このうち、集落において所有者が分らない空家等も、平成 27 年調査の 14 集落 29

軒から、令和 2年調査は、19 集落 39 軒と増加している状況にあります。 

  また、管理されていない空家等の状況は、次のとおりとなっています。 

資料：平成 30年住宅・土地統計調査 
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≪空家等の状況≫ 

 ①管理されていない空家等 

 平成 27 年 令和 2年 増減 

管理されていない空家等の軒数 78 90 12 

 ②空家の状態 

 平成 27 年 令和 2年 増減 

倒壊の恐れがある 21 34 13 

除草等の駆除が必要 50 49 △1 

侵入が容易な状況 17 26 9 

その他 9 1 △8 

※状況が重複しているものもあります。 

  こういった空家等について、9 集落で、13 軒について所有者に対し管理を促し、8

集落で、12 軒について、除草等の作業を集落で実施されるなどの対応を行われてい

る状況となっています。 

なお、令和２年 12 月末時点で、本町内の２軒の空家等を特定空家等に認定してい

ます。 

（２）空家等の所在 

  本町の空家等の所在を地区別に分類すると、概ね以下のとおりとなっています。 

  なお、この地区別分類から見ると町全域にわたり空家等が発生していることから、

本計画の対象地域は伯耆町全域とします。 

 平成 27 年 令和 2年 増減 

 集落数 空家軒数 集落数 空家軒数 集落数 空家軒数

八郷地区 4 7 4 10 - 3 

大幡地区 6 8 5 12 △1 4 

幡郷地区 4 12 3 8 △1 △4 

溝口地区 13 26 13 29 - 3 

二部地区 5 20 9 19 4 △1 

日光地区 3 5 4 12 1 7 

合 計 35 78 38 90 3 12 

（３）集落での空家等への対応 

  38 集落において空家等が発生している状況ですが、反面 48集落からは管理され

ていない空家等は無いとの回答を得ています。しかし、今後の空家等の発生に対し

ては、空家等はないと回答した 48集落のうち 21集落は所有者への適正管理の要請

を想定されています。また、所有者との定期連絡により管理状況・今後の意向につ

いて確認することを検討されている集落もあります。 

また、空家等について、所有権等の諸条件が整えば、集落での活用も検討したい
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とする集落が全集落のうち 16 集落に上るなど、今後、各集落で空家等が発生するこ

とを想定されていることが伺えます。 

（４）本町の危険空家等への対応 

平成 28 年度に、危険な空家等の縮減を促進することを目的として、倒壊又は建築

部材の飛散のおそれがある空家等の除却に要する費用又は所有者等への要請に要す

る費用の一部を補助する伯耆町空家等対策推進補助金を制定している。 

空家等の除却に要する費用に対する補助金には、集落が活用することを目的とし

て除却する場合の支援と個人が除却する場合に支援するものがあり、交付状況は次

のとおりとなっています。  

年度 平成 29 平成 30 令和元 令和２ 計 

集落が活用することを目的

として除却する場合の補助 
 2 件   2 件 

個人が除却する場合の補助 3 件 1 件  2 件 6 件 

※令和２年 12 月末現在 

Ⅲ空家等の問題・課題 

１．空家等の状態、発生要因、問題の整理 

空き家は、その発生により様々な問題を引き起こします。また状態によっては甚

大な被害につながる恐れも考えられます。 

この空き家が、発生し除却等が必要な状態になるまでには、時間の経過ととも

に、その状態になる要因に伴って発生する問題が時点により異なります。そのため

今後空家等への対策を行うに当たっては、その時点に応じた取組を行うことが必要

となるため、空き家の状態ごとの分類と、その時点の要因を整理する必要がありま

す。 

  ここでは、大まかに、空き家の発生、管理が不全な状態、除却が必要な状態の３

段階に分け、その時点ごとの要因と問題を一覧に整理しました。 
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【空き家状態別一覧】 

（１）空家等の発生（初期状態） 

状態 要因 問題 

所有者の病気や高齢化等

による入院・施設入所、ま

た所有者が死亡、その他の

事由により不在になり空き

家状態となったが、時間が

あまり経過していない状

況。 

 時折、縁故者・関係者が

維持管理を行うが、建物・

敷地の管理が居住状況での

日常的な管理と比較し不十

分になりつつある。 

◆所有者の病気や高齢化によ

る施設等入所や死亡等により

空き家状態となるが、核家族

化や相続問題等、また再度居

住するための改修にかかる経

済的な問題により居住継続が

困難となり空き家となった。

◆空き家状態となる想定はあ

ったが、次の利活用に向けた

取組が行われていなかったた

め空き家となったもの。 

◆空家等が発生することによ

る、地域活力の低下（過疎

化・空洞化等）の懸念 

◆将来の人口減少から予測さ

れる空き家増加への不安拡大

（２） 管理が不全な状況（中期状態） 

状態 要因 問題 

空き家状態が長期化し、

近隣に様々な悪影響を及ぼ

すようになっている状態。 

倒壊等の危険性はまだ低い

が、家屋や敷地内への侵入

も容易であり、防災・防犯

上の問題も大きくなりつつ

ある状況。 

 空き家状態の長期化によ

り、所有者、管理者等の把

握も困難になり、指導等が

困難になりつつある。 

◆維持管理に関する経済的理

由や権利意識の欠如 

◆所有者（管理者）等の遠隔

居住による無関心・問題意識

の希薄化 

◆相続問題によって、所有

者・管理者等（関係者）が複

数存在し対応が困難 

◆近隣への悪影響（倒壊の危

険・環境の悪化など）が予測

される。 

◆地域全体への悪影響（防

災・防犯上の危険、景観悪化

など）が予測される。 

◆私有財産に関する問題（所

有権）に直面し、対応が困難

となる。 

◆空き家の状況悪化により、

地域での意見･苦情が増加し

問題が顕在化する。 

（３） 解体・除却が必要な状況（末期状態：特定空家） 

状態 要因 問題 

建物の崩壊の危険性が高

い、あるいは建物の一部に

崩壊が始まっている状況。 

そのまま放置しておく

と、落下物や倒壊等による

人身事故や、近隣住宅を損

傷する恐れがある状況。 

◆解体・除却に関する経済的

理由や意識の欠如 

◆税制上、除却するより空き

家で放置する方が有利 

◆相続問題等による解体困

難。 

◆近隣への悪影響(倒壊の危

険･環境悪化など)の発生 

◆地域全体への悪影響（防

災・防犯上の危険・景観の悪

化）の発生 

◆私有財産の問題が継続して

おり、直面する問題への対応

が困難 

◆建物の状況悪化が進行し、

具体的な問題が地域にて発生

する。 
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２．空家等対策における今後の課題 

空家等の発生に伴い引き起こされる問題は、その状態ごとに異なりますが、いず

れにしても空家等の発生が、所在する地域へ影響を及ぼすことは間違いありませ

ん。また時間の経過とともに、その影響が拡大したり、深刻化することとなってい

きます。 

このことから、今後、空家等対策を行うにあたり、その時ごとの状況に応じた対

策の実施とともに、空き家化の予防をはじめとし、再活用など、空家等の初期段階

においての整理により、空家等の解消を図ることが重要となります。そのために

も、相談体制の確保及び周知、空家等の適切な管理方法や町の空家等対策の支援等

の取組について引き続き周知を行うとともに、地域住民や関係機関と連携すること

が必要となります。 

Ⅳ空家等に関する対策の基本的な方針 

１．対策の視点、方向性 

空家等が発生し長期化する要因やそこから生じる問題は、特定できるものではな

く、空き家発生から除却までの各段階にわたって様々な問題が発生します。 

そのため、空家等の対策を行っていくためには、それぞれの段階に応じた効果的

な対策が必要であることから、その方向性を示し、各種施策を検討・実施していき

ます。 

また、今後も空家等の増加が予測されることから、活用や除却とあわせ管理不全

な空き家への対策や、空き家発生の予防にも力点を置き総合的に対策を進めていく

こととします。 

２．基本原則（所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項） 

  空家等の管理は空家法第 3条に明記されているとおり、第一義的には空家等の所

有者等が自らの責任により行うこが前提となります。財産を所有する者の権利は、

憲法及び民法における財産権や所有権により保障されており、したがって空家等の

管理は所有者等の責任により実施されることが原則となります。 

  しかし、空家等の所有者等が、経済的な事情など様々な事情により所有する空家

等の管理を十分に行うことができず、その管理責任を全うされないことも考えられ

ます。このような場合において、所有者等の責任を前提にしながらも、地域住民を

危険から守り、良好な環境を保全するなど公共の福祉への影響を考慮し、所有者等

に対し適正な管理を促すなど、適切な措置を講じることとします。 

３．基本的な方針 

対策の視点、方向性、基本原則を踏まえ、対策の基本的な方針を次のとおりとし

ます。 

（１）現状の把握（空家等の調査に関する事項） 

  空家等の対策は、その状態により取るべき対策が異なることもあり、その状況に
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ついては、定期的な調査により、その時ごとにおける空き家の状態の変化を踏まえ

た詳細な状況を把握しておく必要があります。 

  こういったことから、法及び基本指針において定められる事項に基づき定期的な

調査を行い、空き家の現状把握に努めます。 

（２）適正管理の推進（管理が不全な空家等への対策） 

  空き家の状態が長期化すると、その建物自体の老朽化を招くだけでなく、防災、

防犯、衛生などの様々な面において周辺環境へ悪影響を及ぼします。全国的にもこ

の悪影響から生じる周辺環境への影響が、空家等に関する問題の中心となっていま

す。少子高齢化の進行や、ライフスタイルの多様化などから、今後もこうした傾向

は続くと予想されますので、管理不全な空家等に対し、法に基づく助言・指導・勧

告や、必要に応じては措置、命令等を厳正に運用し、かつ再活用に向けた情報提供

や経済的な支援を行い、管理不全な空き家の縮減を図ります。 

（３）除却等が必要な空家等整理の推進（倒壊等危険な状態の空き家への対策） 

  空き家の管理不全な状態が一定以上進行し、その建物が再活用には困難な状態

で、周辺環境に危険を及ぼす状況となっているものについては、速やかな除却を促

すことが有効な対策のひとつであり、除却されることにより、多くの問題が解決さ

れます。このことから所有権等の整理に向けた情報提供や除却についての経済的な

支援、地域と連携し寄附受入れによる有効活用を図る取組み等により速やかな危険

回避を図ります。 

（４）予防（空家等発生の抑制） 

  本町では、人口・世帯数ともに今後、減少することが予想されています。 

  また、本町の高齢化率は 37.6％に上り、高齢者のみ世帯は 1,245 世帯と総世帯数

の 32.3％を占めている状況です。こうした点からみて、今後も空き家は増加してい

くことが予想されるため、現時点で存在する空家等についての対策を行う事とあわ

せ新たな空家等の発生を抑制することが重要となります。 

  空き家となる要因は所有者等の個人的な事情によるところが大きいですが、空き

家が発生した際の地域への影響等も大きいことから、所有者（管理者）等及び地域

にむけ、相続関係や再活用など整理等に向けた情報提供や、相談窓口の開設等によ

り、空き家化の抑制を図ります。（※高齢化率、高齢者のみ世帯数令和 2年 4月時

点） 

  空家等の増加抑制及び管理不全な空家等の発生予防のための「空き家バンク」に

よる空家等の売却・賃貸の情報提供、地域等における利活用を促進する取組み等の

施策について検討します。 



9 

Ⅴ空家等対策の推進体制（空家等に関する対策の実施体制に関する事項） 

１．体制の整備 

   対策の推進にあたっては、空き家の状態に応じた対策を行うにあたり、その状

況に応じ主体が異なることも予測されます。 

このことから、多様な主体間の連携を可能とする包括的・体系的な体制を整備

します。 

２．体系的な取り組み体制の整備 

地域からの空き家情報の提供、管理不全に関する通報、所有者からの活用等に

関する相談など、それぞれの内容に応じ、対応する部署が異なります。様々な問

題等に的確に対応できる体制を整備するとともに、関係部署の連携・統括が可能

となる体系的な取り組み体制の整備を図ります。 

３．関係機関等との連携強化 

   空き家は、関係法令が多岐にわたるとともに、対策も状況により異なるため、

状況によっては国、県などの複数の関連する機関と連携して対応する必要があり

ます。その連携を緊密かつ持続的に行えるよう連携体制の強化を図ります。 

４．民間事業者等との連携 

空家等の問題解消については、民間事業者による再活用に向けた不動産の流通

や、所有権等の問題解消に向けた専門家への相談などが、有効な取り組みとなる

ため、民間事業者、専門家の方々が参画しやすい環境を整備し連携を図っていき

ます。 

５．地域連携と相談のしやすい体制づくり 

空家等の問題は、時間の経過により悪化することから、予防的な取り組みなど

早期の対応により、空き家の発生を抑制していく必要があります。このため地域

の自治会との連携を図り、空き家の発生や空き家の状態などの情報提供につい

て、地域住民が相談しやすい体制整備を図ります。 

６．進捗管理と検証 

   計画はその策定過程が重要であると同時に着実に進めていくことが重要です。 

学識経験者や関係団体、地域の代表者などで構成する伯耆町空家等対策協議会

（以下「協議会」という。）を設置し、計画の進捗管理と事業の検証を公正・中立

な立場で行い、計画の実現を図ります。 
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Ⅵその他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

  空家等に関する対策を総合的に推進するために、法及び基本指針に基づき行う対

策等についての必要な事項は次のとおりとします。 

１．法に基づく措置等について 

（１）措置内容等の透明性及び適正性の確保 

   法により、町長は、周辺の生活環境の保全を図るために必要があると認められる

ときは、特定空家等の所有者等に対し、適切な措置を講ずることができることとさ

れています。 

しかし、憲法及び民法で保障されている所有者等の権利に対する強い公権力の行

使その他の町による積極的な介入は、例外的かつ限定的なものでなければなりませ

ん。 

以上のことから、実施する措置については本計画において示す特定空家等に対す

る措置に関する基準を踏まえ、個々の事案ごとに、必要かつ合理的な措置の内容を

検討し、協議会での協議等により、判断の透明性及び適正性の確保を図ります。 

（２）特定空家等の認定 

   空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状

態、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行

われていないことにより著しく景観を損なっている状態、又はその他周辺の生活環

境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められるもの

を、特定空家等と認定します。その際の判断基準は一律のものではなく、当該空家

等の立地環境等地域の特性や、気候条件等地域の実情に応じ、特に犯罪の温床とな

る可能性や、子どもの遊び場となる危険性などについて考慮し、個別に判断を行い

ます。 

   特定空家等の認定にあたっては、「特定空家等に対する措置」に関する適切な実

施を図るために必要な指針（ガイドライン）（平成 27 年 5月 26 日付け国住備第 62

号・総行地第 76 号。以下「ガイドライン」という。）の別紙１から別紙４をもとに

ガイドライン第３章２．（１）の手続きにより法第 9 条第 2 項に基づく立ち入り調

査を行い、この調査により特定空家等に認定される可能性が見出されたものについ

て、協議会の意見を踏まえて、町長が認定します。 

（３）特定空家等に対する措置 

   特定空家等に対する法第 14 条に規定する助言または指導、勧告、命令、行政代

執行の措置の程度については、所有者等による空家等の管理状況を見定めながら個

別に判断を行います。 

   措置を講ずるに当たっては、事前に特定空家等の所有者等に連絡を取り、その危

険性の現状を詳しく伝えるとともに、改善方策や所有者等の主張等を十分に把握す

るなど、所有者等の手による解決を最大限目指します。 

   また、措置の内容については、周辺の生活環境の保全を図るという目的を達成す

るために、必要かつ合理的な範囲で設定を行います。 
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（４）助言または指導及び勧告 

   町長は認定された特定空家等について、適切な管理が必要と判断した場合は、ガ

イドライン第 3章 3.に記載する手続きにより、その所有者等に対し、法第 14 条第

1項に基づく助言又は指導を速やかに行うものとします。 

   助言又は指導を行った特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、ガイド

ライン第 3章第 4．に記載する手続きにより、その所有者等に対し法第 14 条第 2項

に基づく勧告を行います。 

   なお、勧告の対象となる特定空家等の用途が住宅である場合、その敷地について

は地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 349 条の 3 の 2 に基づき、住宅用地に対

する固定資産税の特例が適用されないこととなることから、老朽化住宅認定基準

（平成 26 年 3 月 1 日付け立税第 111 号）の運用との整合を図りつつ、現地での調

査等を含め、税務担当部署との情報共有を徹底します。 

（５）命令及び行政代執行 

   勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を取らなかった場合

においては、協議会の意見を踏まえ、その者に対し、ガイドライン第 3章 5.に記載

する手続きにより、法第 14 条第 3項に基づく命令を行うものとします。 

   上記命令を受けた者が、その措置を履行しないとき履行しても十分でないと

き、又は履行しても命令の期限までに完了する見込みがないときは､ガイドライン

第 3章 6.に記載する手続きにより、法第 14 条第 9項に基づく代執行を行うもの

とします。 

   なお、特定空家等の除却を行政代執行または略式代執行により実施した際に発

生する動産に係る処置については、行政代執行法上の位置づけはありません。裁

判例において、「行政庁は、事務管理者として要求される程度の注意義務をもっ

て、保管・管理する義務がある」（さいたま地判平 16.3.17）との判示があること

を踏まえつつ、個々の案件における動産の取り扱いに関する所有者等への対応に

ついては、協議会の意見を踏まえ適切に行うこととします。 

（６）略式代執行 

   法第 14 条第３項に基づく措置を命ぜられるべき者を確知することができないと

きは、ガイドライン第 3章 7.に記載する手続きにより、法第 14条第 10項に基づ

く略式代執行を行うものとします。 

（７）調査に関する事項 

空家等対策にあたり、調査等を行う基礎として法第 10 条に定める情報を利用す

る場合、空家等対策に必要な最低限の情報を利用することとし、その利用につい

ては、固定資産税課税のために利用する目的で保有する空家等の所有者に関する

情報の内部利用等について（平成 27 年 2月 26 日付け国住備第 943 号・総行地第

25 号）に基づき利用を行います。 
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Ⅶ資料編 

・空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号） 

・空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（平成 27年

2 月 26 日付け総務省・国土交通省告示第１号） 

・伯耆町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則 

・伯耆町空家等対策協議会設置要綱 

・伯耆町空家等対策推進補助金交付要綱 


